
▼
人
事
院
は
８
月
８
日
（
月
）
、
官
民
較

差
に
基
づ
き
、
月
例
給
を
921

円
（
0.23

％
）
、
一
時
金
を
0.1

月
引
き
上
げ
る
勧

告
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
の
機
関
紙
で

は
、
人
勧
と
同
日
に
示
さ
れ
た
「
自
治
労

見
解
」
を
基
に
、
今
回
の
人
勧
の
内
容
を

で
き
る
だ
け
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
た
い

と
思
い
ま
す
。 

▼
ま
ず
は
「
人
事
院
勧
告
と
は
？
」
か
ら

始
め
ま
す
。
勧
告
の
対
象
は
、
一
般
職
の

国
家
公
務
員
で
す
。
人
事
院
で
は
①
国
家 

公
務
員
と
民
間
（
50

人
以
上
の
事
業
所
）
の

４
月
分
の
給
与
を
調
査

し
、
そ
の
較
差
を
埋
め
る
こ
と
を
基
本
に

勧
告
し
ま
す
。
②
ま
た
、
民
間
の
直
近
１

年
間
の
ボ
ー
ナ
ス
支
給
実
績
を
調
査
し
、

そ
の
年
間
支
給
割
合
に
合
わ
せ
る
こ
と
を

基
本
に
勧
告
し
ま
す
。
勧
告
は
、
内
閣
と

国
会
に
対
し
て
行
わ
れ
、
閣
議
で
勧
告
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
決

定
し
、
国
会
で
給
与
法

が
改
正
さ
れ
る
こ
と
で

決
定
し
て
い
き
ま
す
。 

▼
一
方
、
地
方
公
務
員

に
つ
い
て
は
、
都
道
府

県
等
に
設
置
さ
れ
た

「
人
事
委
員
会
」
が
人

事
院
同
様
に
給
与
勧
告
（
福
島
の
場
合
、

概
ね
10

月
初
旬
の
勧
告
）
を
行
い
、
そ

れ
に
基
づ
き
都
道
府
県
議
会
・
市
町
村
議

会
に
お
い
て
給
与
条
例
改
正
が
決
定
さ
れ

て
い
き
ま
す
。 

▼
民
間
給
与
実
態
調
査
に
つ
い
て
は
、
人

事
院
と
人
事
委
員
会
と
の
共
同
調
査
と
な 

っ
て
い
ま
す
。
結
果
し
て
、
人
事
委
員
会

勧
告
は
、
人
事
院
勧
告
に
大
き
く
影
響
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
人
事
院
勧
告
前

に
国
家
公
務
員
の
組
合
員
と
一
緒
に
な
っ

て
、
「
人
勧
期
闘
争
」
に
結
集
し
、
闘
う

わ
け
で
す
。 

▼
前
置
き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
、
自
治
労
見
解
の
概
略
を
記
載
し
、
少

し
解
説
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

【
見
解
】 

○
月
例
給
、
一
時
金
と
も
に
３
年
ぶ
り
の

引
き
上
げ
勧
告
と
な
っ
た
こ
と
は
、
組
合

員
の
期
待
に
も
一
定
程
度
応
え
る
内
容
と

い
え
る
。 

○
初
任
給
改
善
は
、
こ
の
間
要
求
し
て
き

た
内
容
で
あ
り
、
一
定
の
評
価
は
で
き

る
。 

○
物
価
上
昇
等
の
影
響
を
均
等
に
受
け
て

い
る
中
で
、
若
年
層
の
み
で
、
す
べ
て
の

の
号
俸
で
の
引
き
上
げ
と
な
ら
な
か
っ
た 
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月
例
給
・
一
時
金
引
き
上
げ 

２
０
２
２
人
事
院
勧
告
に
対
す
る
「
自
治
労
見
解
」
か
ら 

勧
告
内
容
を
理
解
し
よ
う
！ 

2022人勧 

当面の日程 

■8月22日（月） 

13:30～県本部単代会
議 

15:15～共済単代会議 

■8月26日（金） 

17:00～総支部第4回

執行委員会 

18:30～総支部第4回
単代会議 

2018秋季確定闘争勝利！総決起集会から 
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編
集
後
記 

▼
８
月
３
日
か
ら
の
豪
雨
は
、
県
内
に

も
大
き
な
爪
痕
を
残
し
ま
し
た
。
建
物

や
道
路
、
農
地
へ
の
被
害
、
磐
越
西
線

も 

橋
梁
倒
壊
に
よ
り
野
沢
～
喜
多
方

駅
間
が
不
通
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

間
、
避
難
所
や
災
害
復
旧
対
応
に
あ
た

ら
れ
て
い
る
組
合
員
の
皆
さ
ん
も
多
い

こ
と
と
思
い
ま
す
。
大
変
お
疲
れ
さ
ま

で
す
。 

▼
こ
れ
か
ら
本

格

的

な

台

風

シ
ー
ズ
ン
を
迎

え

ま

す
。
ハ

ザ
ー
ド
マ
ッ
プ

の
確

認
、
家

庭

用
災
害
用
品
の
確
認
等
を
し
っ
か
り
と

し
た
い
も
の
で
す
ね
。
（
坂
内
） 

 

≪自治労共済 掛金試算QRコード≫ 事
評
価
と
相
ま
っ
て
、
成
績
主
義
を
強

化
す
る
も
の
で
あ
り
、
納
得
で
き
ま
せ

ん
。
ま
た
、
期
末
手
当
年
間
支
給
月
数

は
、
国
公
が
2.40

月
で
す
が
、
本
県
の

場
合
2.35

月
で
あ
り
、
0.05

月
少
な
い
と

い
う
実
態
も
あ
り
改
善
が
必
要
で
す
。 

じちろうマイカー共済 

団体生命共済（新制度） 

アクセスコード「 jichiro 」 

①車検証、②現在ご加入の保険証書

をお手元にご準備ください。 

こ
と
、
一
時
金
の
引
き
上
げ
分
を
期
末

手
当
で
は
な
く
勤
勉
手
当
に
あ
て
た
こ

と
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
引
き
上
げ
分
の

一
部
を
上
位
の
成
績
区
分
に
か
か
る
原

資
に
配
分
す
る
と
し
た
こ
と
は
、
コ
ロ

ナ
禍
で
住
民
の
生
命
と
生
活
を
守
る
た

め
に
懸
命
に
奮
闘
し
て
い
る
組
合
員
実

態
を
踏
ま
え
る
と
極
め
て
遺
憾
。  

【
解
説
】 

▼

今

回
、
一

般

職

試

験
（
大

卒

程
度
）
に
係
る
初
任
給
を
３
千
円
、
同

（
高
卒
者
）
に
係
る
初
任
給
を
４
千
円

引
上
げ
る
勧
告
と
な
っ
て
い
ま
す
。
人

材
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
民
間
に
遅

れ
る
こ
と
な
く
初
任
給
を
改
善
す
る
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、
管
内

各
単
組
（
基
礎
自
治
体
）
の
初
任
給
を

見
る
と
、
福
島
県
職
員
の
初
任
給
よ
り

も
低
い
と
こ
ろ
が
多
い
の
が
現
状
で

す
。
お
そ
ら
く
、
10

月
初
旬
に
出
る

県
人
事
委
員
会
勧
告
に
お
い
て
も
初
任

給
の
改
善
は
入
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

こ
れ
に
よ
り
給
与
条
例
の
改
正
が
必
要

に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
併
せ
て
、
県

職
員
の
初
任
給
に
合
わ
せ
る
よ
う
、
取

り
組
み
（
当
局
交
渉
）
を
強
化
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

▼
勧
告
で
は
、
民
間
と
の
較
差
0.23

％ 

を
埋
め
る
た
め
に
、
「
20

歳
台
半
ば

に
重
点
を
置
き
、
30

歳
台
半
ば
ま
で

の
職
員
が
在
籍
す
る
号
俸
に
つ
い
て
改

定
」
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

級別 改定率 

１級 1.7％ 

２級 1.1％ 

３級 0.2％ 

４・５級 0.0％ 

６級以上 改定なし 

全体 0.3％ 

▼
民
間
と
の
較
差
が
ご
く
わ
ず
か
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
全
体
を
引
き
上
げ

る
の
で
は
な
く
て
、
若
年
層
に
配
分
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
物
価
高
の
状
況
下
に
お
い
て
、

「
改
定
が
な
い
」
職
員
は
、
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
保
て
な
い
と
い
う
の
が
本
音

な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
全
体

に
改
定
が
お
よ
ぶ
よ
う
に
（
民
間
労
組

が
大
き
な
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を
勝
ち
取
れ

る
よ
う
に
）
、
さ
ら
に
民
間
春
闘
に
結

集
し
て
、
闘
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
と

い
え
ま
す
。 

▼
一
時
金
の
0.1

月
分
引
き
上
げ
に
つ

い
て
は
、
「
勤
勉
手
当
」
で
調
整
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
改
定
後
の
一
時

金
支
給
は
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
間
、
２
年
連
続
で
期
末
手
当

が
減
ら
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
会
計
年
度 

区 分 6月分 12月分 

今年の期末手当 1.20月（済） 1.20月 

 〃 勤勉手当 0.95月（済） 1.05月（＋0.1月） 

来年の期末手当 1.20月 1.20月 

 〃 勤勉手当 1.00月 1.00月 

任
用
職
員
は
、

期
末
手
当
の
み

の

支

給

で

あ

り
、
今

回

勤

勉

手
当
が
増
え
て

も
、
反
映
さ

れ

ま

せ

ん
。
減

ら

す

時

は
「
期

末

手

当
」
で
、
増

や

す

時

は
「
勤

勉

手

当
」
で

調

整
す
る
と
い
う

や
り
方
は
、
人 


